
 

 

令 和 ６ 年 1 2 月 1 8 日 

不動産・建設経済局建設業課 

入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果について 

～ダンピング対策や週休２日工事等を中心に取組が進展～ 

 

国土交通省・総務省・財務省では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律」等に基づき、毎年度、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況を調査

しています。 

今般、取組の実施状況に関する今年度の調査結果をとりまとめましたので、公表します。 

 

〔調査対象者〕 

国（省庁等） ： 19 機関 

特殊法人等 ： 121 法人 

地方公共団体 ： 47 都道府県、20 指定都市、1,721 市区町村   （総計 1,928 団体） 

 

〔調査対象時点〕 

令和６年７月１日現在（工事契約実績等については令和５年度の実績） 

 

〔調査結果〕 

下記のページに資料を掲載しております。 

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00268.html 

－主な項目－ 

○適正な工期の設定 

・工期の設定に当たっての猛暑日考慮について、国、特殊法人等及び市区町村の取組に遅れ。 

・週休２日工事や週休２日交替制工事の実施について、市区町村を中心に取組が改善。 

○スライド条項の運用、ダンピング対策 

・スライド条項の運用については、取組が遅れていた市区町村でも、運用基準を策定してい

る団体が５割を超えるなど取組が進捗。 

・低入札価格調査基準価格等の算定式については、各団体において最新の中央公契連モデル

やそれ以上の水準の独自モデルの使用が進展。 

 ○発注事務におけるＩＣＴの活用 

  ・特殊法人等及び市区町村における、電子契約システムの導入率が約２割、ＡＳＰの導入率

が約１割にとどまっており、ＩＣＴの活用に遅れが見られる。 

 

＜問い合わせ先＞ 

不動産・建設経済局 建設業課 入札制度企画指導室  酒井、横野、松田 

   電話 03-5253-8111（内線24704、24784）、03-5253-8278（直通）  

同時発表：総務省 

 


